
№ 路線名 見直し対象区間 決定年度 区間延長 計画幅員 現道の有無

① 崎方魚の棚線 宮の町(フードショップメルカド前～親和銀行前) Ｓ３２ ２５０ｍ 　８ｍ あり(県道)

② 〃 戸石川町(地方裁判所平戸支局前～北部公民館前) Ｓ３２ １９０ｍ 　８ｍ あり(国道)

③ 平 戸田助線 崎方町(山本商店前)～大久保町(明星会病院下) Ｓ３２ ３７０ｍ 　８ｍ あり(県道)

④ 古田前津吉線 津吉町(平野石工園前～マルセイ南部店前) Ｓ３２ ９４０ｍ 　８ｍ あり(国道)

⑤ 津吉前津吉線 前津吉町(野手口バス停～前津吉桟橋バス停) Ｓ３２ ５２０ｍ １１ｍ あり(県道)

⑥ 田 原 線 前津吉町(宮崎邸前)～神ノ川町(内山工務店前) Ｓ３２ ４８０ｍ 　８ｍ 一部あり(市道)

都市計画道路の見直しを行います！！
＜見直し対象区間の一覧表＞

※都市計画道路としての位置付けを廃止したとしても、今後、整備を一切行わないというわけではありません。

前津吉地区平戸地区 津吉地区
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②

平戸市における都市計画道路の整備率は６割を超えていますが、いまだに事業実施の目処が立た

ない区間も３割近く残っています。

これらの中には、長い年月の間に必要性が低下したり、事業に着手することが難しくなった区間

もあると思われることから、平戸市と長崎県が共同で見直しを行い、計画通りに整備すべきか、そ

れとも計画を廃止すべきか検討することとしました。

見直しの対象区間は、右表に示す通りですが、見直し作業の参考にするため、市民の皆様のご意

見を募集します。関心をお持ちの方は、下記の要領にしたがってご意見をお寄せください。

ご意見の応募要領■

・様式は自由ですが、表題を「都市計画道路の見直しに関する意見」とし、お名前･ご住所･お電話

番号･ご意見の内容をお書きのうえ、 郵便･ファクシミリ･電子メールのいずれかでお送りくださ

い。(宛先はこのチラシの右下にあります。)

・募集期間は、１０月２日(火)から１１月３０日(木)までです。(当日消印有効)

・いただいたご意見への対応は、市のホームページにて公表いたします。また、ご意見の内容につ

きましては、個人情報を除いて公開される可能性があることをご了承ください。

【お問い合わせ及びご意見の提出先】

平戸市役所 都市計画課 都市計画班

〒８５９－５１９２ 平戸市岩の上町１５０８－３

ＴＥＬ ０９５０－２２－４１１１（内線２２９１）

ＦＡＸ ０９５０－２２－３９１１

メール toshi@city.hirado.lg.jp

見直しのポイント■

・安全で円滑な交通環境を形成するのに必要か ・事業実施後もコミュニティを維持できるか

・沿線地域の土地利用促進に寄与できるか ・地形条件や自然環境に適した計画であるか

・防災機能など居住環境の向上につながるか ・個性的なまちづくりの妨げにならないか
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